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平成25年度会計別予算額 （単位：千円）

24年度当初(a) 25年度当初(b) 比較 (b)－(a) 伸び率 (b)-(a)／(a)

一般会計 782,660,000 769,220,000 ▲13,440,000 ▲1.7％

特別会計 63,824,520 41,743,310 ▲22,081,210 ▲34.6％

企業会計 26,706,000 28,905,000 2,199,000 8.2％

３ 一般会計予算

平成25年度の一般会計当初予算額は 7,692億 2,000万円で、伸び率は 1.7％の減となりました。県

債の償還等を除いた実質一般歳出の伸び率は 2.2％の減となり、国の予算（予算額 2.5％、一般歳出

2.9％）の伸び率及び地方財政対策（通常収支分と東日本大震災分の合計ベース 0.3％）の伸び率を

下回っています。

一般会計予算規模の推移
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(1) 歳 入

県税については、景気に改善の兆しが見られることから法人関係税の増収が見込まれ、全体では増

額となりましたが、地方交付税の減少などにより、引き続き財源不足が生じました。

このため、財政調整的基金を取り崩して対応しましたが、プログラムに掲げた取組の着実な推進及

び国庫支出金の活用や県債の適切な発行により、基金取崩し額を49億円にとどめ、平成24年度の87億

円から38億円を圧縮させることができました。

なお、歳入総額に占める自主財源の比率は、前年度(55.1％)より減少し、54.1％となっています。

平成25年度一般会計当初予算の財源内訳 （単位：億円、％）



○県税

平成25年度の予算額は、 2,035億円で、それぞれの税目について過去の実績と今後の経済の動向等

を勘案して決定したものですが、今後の景気動向や県内の経済状況によっては、予算額の確保は予断

を許さない状況となっています。

○地方交付税

平成25年度の予算額は、 1,260億円で、前年度に比べ 8.0％の減となっています。

地方交付税は、国税のうち所得税及び酒税の32％、法人税の34％、消費税の29.5％並びにたばこ税

の25％を原資として、都道府県及び市町村に対し、財政需要と税収入等の状況に応じて交付されるも

のです。地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、国民がどこに居住しても一定の行

政サービスを享受できるよう財源を保障するためのもので、いわば「国が地方に代わって徴収する地

方税」であり、地方の固有財源です。

○国庫支出金

平成25年度の予算額は、 862億 4,600万円で、前年度に比べ 6.8％の増となっています。

○県債

平成25年度の予算額は、 1,101億円で、前年度に比べ 6.1％の増となっており、県債依存度は14.3

％と前年度(13.3％)に比べ 1.0ポイント上回っています。

一般会計当初予算財源の性質別割合の推移

その１ 自主財源と依存財源の割合
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